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（別 表）

１ 新規立地促進融資

(1) 公共団体等による産業団地（知事特認）

融 資 対 象 添 付 書 類

地方公共団体、地方公共団体が出資する法人、国 ・設置する工場等の建設計画が、設置地域の
（政府関係機関を含む。）等により取得又は造成され 市町村の土地利用計画等と整合性が図られ
た県内の産業団地に工場等を設置するもの ている旨の市町村長の意見書

（様式第７号）
・県税事務所長発行の納税証明書
・許可業種については、許可証等の写し
・見積書、建築確認通知書等の写し
・産業立地促進資金知事特認認定書

（様式第３号）

(2) 上記以外の対象地域

融 資 対 象
添 付 書 類

敷地面積 対 象 業 種 対 象 地 域

・製 造 業 県内の次のいずれかの地域に工 ・設置する工場等の建設計画が、設置地
・旧 頭 脳 場等を設置するもの 域の市町村の土地利用計画等と整合性

立地法に が図られている旨の市町村長の意見書
規定する ① 農村地域工業等導入促進法に （様式第７号）
業種 規定する工業等導入地区 ・県税事務所長発行の納税証明書

（注１） ② 低開発地域工業開発促進法に ・許可業種については、許可証等の写し
規定する低開発地域 ・見積書、建築確認通知書等の写し

③ 過疎地域自立促進特別措置法
に規定する過疎地域

④ 工場立地法に規定する工場適
地

1,000㎡ ⑤ 都市計画法に規定する準工業
以上 地域 (注２の業種に限る。）、

工業地域又は工業専用地域

・道路貨物 県内の次のいずれかの地域に工 ・設置する工場等の建設計画が、設置地
運 送 業 場等を設置するもの 域の市町村の土地利用計画等と整合性

・倉 庫 業 が図られている旨の市町村長の意見書
・こん包業 ① 農村地域工業等導入促進法に （様式第７号）
・卸 売 業 規定する工業等導入地区 ・県税事務所長発行の納税証明書

② 過疎地域自立促進特別措置法 ・許可業種については、許可証等の写し
に規定する過疎地域 ・見積書、建築確認通知書等の写し

・製 造 業 県内の住工混在地域 (注3)から ・移転設置する工場等の建設計画が、設
・旧 頭 脳 次のいずれかの地域に工場等の全 置地域の市町村の土地利用計画等と整

立地法に 部又は大部分を移転するもの 合性が図られている旨の市町村長の意
規定する 見書（様式第７号）

1,000㎡ 業種 ① 工場立地法に規定する工場適 ・現在の工場等の移転計画が住工混在状
未満 ・道路貨物 地 態の解消に寄与するものであることの

運 送 業 ② 都市計画法に規定する工業地 市町村長の意見書（様式第８号）
・倉 庫 業 域又は工業専用地域 ・県税事務所長発行の納税証明書
・こん包業 ・許可業種については、許可証等の写し
・卸 売 業 ・見積書、建築確認通知書等の写し
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２ グローアップ融資の対象

融 資 対 象
添 付 書 類

対 象 業 種 対象地域 事 業 内 容

・製 造 業 県内全域 ①とちぎ新事業創出 ・設置する工場等の建設計画が、設置地域の市町村の
・旧 頭 脳 事業環境整備構想 土地利用計画等と整合性が図られている旨の市町村

立地法に に定める重点６分 長の意見書（様式第７号）
規定する 野等の成長分野に ・県税事務所長発行の納税証明書
業種 おける先進性のあ ・許可業種については、許可証等の写し

（注１） る大規模投資等 ・見積書、建築確認通知書等の写し
・道路貨物 （注４） ・産業立地促進資金グローアップ融資事業計画認定書

運 送 業 ②雇用創出又は下請 （様式第５号）
・倉 庫 業 発注等地域経済へ

の波及効果の大き
い大規模投資等

（注１）旧頭脳立地法に規定する業種とは、次の16業種をいう。

①総合リース業 ②産業用機械器具賃貸業 ③事務用機械器具賃貸業 ④機械修理業 ⑤ソフト

ウェア業 ⑥情報処理サービス業 ⑦情報提供サービス業 ⑧広告代理業 ⑨ディスプレイ業

⑩産業用設備洗浄業 ⑪非破壊検査業 ⑫デザイン業 ⑬経営コンサルタント業 ⑭機械設計業

⑮エンジニアリング業 ⑯自然科学研究所

（注２）旧頭脳立地法に規定する業種のうち、ソフトウェア業、情報処理サービス業及び情報提供サー

ビス業をいう。

（注３）住工混在地域とは、都市計画法により工業系用途地域以外の用途が定められている地域で、実

質的に住居と工場等が混在して建築されている区域をいう。

（注４）とちぎ新事業創出事業環境整備構想に定める重点６分野とは、次のものをいう。

①情報通信関連分野 ②環境関連分野 ③航空宇宙関連分野 ④医療福祉関連分野 ⑤バイオテ

クノロジー関連分野 ⑥住宅関連分野


